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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三
号
） 

 

新 

旧 

目
次 
 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
） 

 

第
二
章 

旅
費
の
種
目
及
び
内
容 

 

第
一
節 

通
則
（
第
六
条
―
第
八
条
） 

 

第
二
節 

交
通
費
（
第
九
条
―
第
十
二
条
） 

 

第
三
節 

宿
泊
費
等
（
第
十
三
条
―
第
十
五
条
） 

 

第
四
節 

転
居
費
等
（
第
十
六
条
―
第
十
九
条
） 

 

第
五
節 

そ
の
他
の
種
目
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
） 

 

第
三
章 

雑
則
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
八
条
） 

 

附
則 

 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

（
略
） 

第
一
条 

（
略
） 

２ 

外
国
旅
行
の
赴
任
旅
費
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
任

命
権
者
が
そ
の
つ
ど
特
別
区
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い

う
。
）
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

２ 

外
国
旅
行
の
赴
任
旅
費
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
職
員
の
例
に
準
じ
て
任

命
権
者
が
そ
の
つ
ど
特
別
区
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い

う
。
）
と
協
議
し
て
定
め
る
。 

（
用
語
の
意
義
） 
（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

削
除 

一 

削
除 

 

資 料  ５ 企 画 総 務 委 員 会 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 
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旧 
二 
内
国
旅
行 

本
邦
（
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
国
家
公
務

員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
。
以

下
「
財
務
省
令
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
そ
の
附
属
の
島
の
存
す
る
領

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
旅
行
を
い
う
。 

二 

内
国
旅
行 

本
邦
（
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
及
び
財
務
省
令

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

で
定
め
る
そ
の
附
属
の
島
の
存
す
る
領

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
旅
行
を
い
う
。 

三 

外
国
旅
行 
本
邦
と
外
国
（
本
邦
以
外
の
領
域
（
公
海
を
含
む
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
け
る
旅
行
及
び
外
国
に
お
け
る

旅
行
を
い
う
。 

三 

外
国
旅
行 

本
邦
と
外
国
（
本
邦
以
外
の
領
域
（
公
海
を
含
む
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
け
る
旅
行
及
び
外
国
に
お
け
る

旅
行
を
い
う
。 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤
庁
（
常
時
勤
務
す
る
在

勤
庁
の
な
い
場
合
又
は
任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者

（
以
下
「
旅
行
命
令
権
者
」
と
い
う
。
）
が
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の

住
所
、
居
所
そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
所
）
を
離
れ
て
旅
行

す
る
こ
と
を
い
う
。 

四 

出
張 

職
員
が
公
務
の
た
め
一
時
そ
の
在
勤
庁
（
常
時
勤
務
す
る
在

勤
庁
の
な
い
職
員
に
つ
い
て
は 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

、
そ
の

住
所
又
は
居
所 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

）
を
離
れ
て
旅
行

す
る
こ
と
を
い
う
。 

五 

赴
任 

中
央
区
（
以
下
「
区
」
と
い
う
。
）
の
要
請
に
基
づ
い
て
国

若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
等
を
退
職
し
、
引
き
続
い
て
採
用
さ
れ

た
職
員
又
は
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
指
定

し
た
職
に
あ
て
る
た
め
採
用
さ
れ
た
職
員
が
、
そ
の
採
用
に
伴
う
移
転

の
た
め
、
住
所
若
し
く
は
居
所
か
ら
在
勤
庁
に
旅
行
し
、
又
は
転
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
そ
の
転
任
に
伴
う
移
転
の
た
め
旧
在
勤
庁
か
ら

新
在
勤
庁
に
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
。 

五 

赴
任 

区 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

の
要
請
に
基
づ
い
て
国

若
し
く
は
他
の
地
方
公
共
団
体
等
を
退
職
し
、
引
き
続
い
て
採
用
さ
れ

た
職
員
又
は
任
命
権
者
が
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
指
定

し
た
職
に
あ
て
る
た
め
採
用
さ
れ
た
職
員
が
、
そ
の
採
用
に
伴
う
移
転

の
た
め
、
住
所
若
し
く
は
居
所
か
ら
在
勤
庁
に
旅
行
し
、
又
は
転
任
を

命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
そ
の
転
任
に
伴
う
移
転
の
た
め
旧
在
勤
庁
か
ら

新
在
勤
庁
に
旅
行
す
る
こ
と
を
い
う
。 

六 

帰
住 

職
員
が
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職

員
又
は
そ
の
遺
族
が
生
活
の
根
拠
と
な
る
地
に
旅
行
す
る
こ
と
を
い

う
。 

六 

扶
養
親
族 

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ

り
、
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、

日
常
の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間

の
関
係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
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新 
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間
の
関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄

弟
姉
妹
で
主
と
し
て
職
員
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
も

の
を
い
う
。 

七 

家
族 
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
関
係
（
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
り
、

互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
相
互
の
人
権
を
尊
重
し
、
日
常

の
生
活
に
お
い
て
継
続
的
に
協
力
し
合
う
こ
と
を
約
し
た
二
者
間
の
関

係
そ
の
他
の
婚
姻
関
係
に
相
当
す
る
と
任
命
権
者
が
認
め
る
二
者
間
の

関
係
を
い
う
。
）
の
相
手
方
（
以
下
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相

手
方
」
と
い
う
。
）
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
職

員
と
生
計
を
一
に
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

八 

遺
族 

職
員
の
配
偶
者
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
並
び
に
職
員
の
死
亡
当
時
職

員
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た
他
の
親
族
を
い
う
。 

 

九 

旅
行
役
務
提
供
者 

旅
行
業
者
（
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い

う
。
）
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
者
（
以
下
「
旅
行
業
者
等
」
と

い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
区
と
旅
行
役
務
提
供
契
約
（
旅
行
業
者
等
が
区

に
対
し
て
旅
行
に
係
る
役
務
そ
の
他
の
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
を
旅

行
者
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、
区
が
当
該
旅
行
業
者
等
に
対

し
て
当
該
旅
行
に
係
る
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払
う
こ
と
を
約
す

る
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
た
も
の
を
い
う
。 

 

 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
何
級
の
職
務
」
と
い
う
場
合
に
は
、
中
央
区
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
）
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第
五
条
に
規
定
す
る
行
政
職
給
料
表
(一)
（
以
下
「
行
政
職
給
料
表
(一)
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
級
の
職
務
を
い
い
、
行
政
職
給
料

表
(一)
以
外
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
人

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
を
い
う
も
の
と
す

る
。 

 

３ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
何
々
地
」
と
い
う
場
合
に
は
、
市
町
村
の
地
域

（
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
あ
つ
て
は
そ
の
全
地
域
）
を
い
い
、
外
国
に

あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
「
近

接
地
」
と
い
う
場
合
に
は
、
別
表
第
一
で
定
め
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す

る
。 

（
旅
費
の
支
給
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

職
員
又
は
そ
の
遺
族
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。 

２ 

職
員
が
旅
行
中
に
退
職
、
免
職
、
失
職
又
は
休
職
し
た
場
合
の
職
員
の

旅
費
及
び
職
員
が
死
亡
し
た
場
合
の
遺
族
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
。 

一 

職
員
が
出
張
又
は
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
、
免
職
、
失

職
又
は
休
職
（
以
下
「
退
職
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
（
当
該

退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
必
要
と
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該

職
員 

 

二 

職
員
が
出
張
又
は
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に

は
、
当
該
職
員
の
遺
族 

 

三 

職
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
の
本
邦
に
あ
る
遺
族

が
そ
の
死
亡
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
そ
の
居
住
地
を
出
発
し
て

帰
住
し
た
と
き
は
、
当
該
遺
族 
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四 
職
員
が
、
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
（
当

該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
必
要
と
し
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当

該
職
員 

 

五 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
当
該

職
員
の
遺
族 

 

３ 

職
員
が
前
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六

条
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
旅
費
は
支
給
し
な
い
。 

 

４ 

職
員
が
区 

 
 

の
機
関
の
依
頼
又
は
要
求
に
応
じ
、
公
務
の
遂
行
を

補
助
す
る
た
め
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
等
と
し
て
旅
行
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。 

３ 

職
員
が
本
特
別
区
の
機
関
の
依
頼
又
は
要
求
に
応
じ
、
公
務
の
遂
行
を

補
助
す
る
た
め
証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
、
通
訳
等
と
し
て
旅
行
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。 

５ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
旅
費
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
、
次
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
（
取

消
し
を
含
む
。
第
十
九
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
、
又
は
死
亡

し
た
場
合
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る
場
合
に
は 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

、

当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

の
う

ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
で
任
命
権
者
が

定
め
る
も
の
を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で 

 

の
規
定
に
よ
り
、
旅
費
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
（
そ
の
者
の
扶
養
親
族
の
旅
行
に
つ
い
て
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
当
該
扶
養
親
族
を
含
む
。
以
下
本

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
そ
の
出
発
前
に
、
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
旅
行
命
令
等
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
旅
行
の
た
め
既
に
支
出
し
た
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
の
う

ち
そ
の
者
の
損
失
と
な
つ
た
金
額
を
、 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
、
旅
行
中
天
災
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る 

 
 

 
 
 
 

事
情
に
よ
り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か

５ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で 

 

の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者
が
、
旅
行
中
交
通
機
関
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
概
算
払
を
受
け
た
旅
費
額
（
概
算
払
を
受
け
な
か
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つ
た
場
合
に
は
、
概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る

金
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費

額
の
範
囲
内
で
任
命
権
者
が
定
め
る
金
額
を
旅
費
と
し
て
支
出
す
る
。 

つ
た
場
合
に
は
、
概
算
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
旅
費
額
に
相
当
す
る

金
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
旅
費

額
の
範
囲
内
の 

 
 
 
 
 
 
 

金
額
を
旅
費
と
し
て
支
出
す
る
。 

７ 

第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

区
が
旅
行
役
務
提
供
契
約
に
基
づ
き
旅
行
役
務
提
供
者
に
支
払
う
べ
き
金

額
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
項
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
旅
費
の
支
給

に
代
え
て
、
当
該
旅
行
役
務
提
供
者
に
対
し
、
当
該
金
額
を
旅
費
に
相
当

す
る
も
の
と
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
旅
行
命
令
等
） 

（
旅
行
命
令
等
） 

第
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
旅
行
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、

旅
行
命
令
権
者 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

の
発
す
る
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
（
以
下
「
旅
行
命
令
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
旅
行
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、

任
命
権
者
又
は
任
命
権
者
の
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
旅
行
命
令
権
者
」

と
い
う
。
）
の
発
す
る
旅
行
命
令
又
は
旅
行
依
頼
（
以
下
「
旅
行
命
令
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行 

旅
行
命
令 

一 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行 

旅
行
命
令 

二 

前
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行 

旅
行
依
頼 

二 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
旅
行 

旅
行
依
頼 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
す
る 

 
 

〇 
 
 
 

 
 
 

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
、
前
項
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
次
条
第
一
項 

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
既
に
発
し
た
旅
行
命
令
等
を
変
更
（
取
消
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
、
前
項
の
規
定
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
自
ら
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
旅
行
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
に

は
、
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
（
以
下
「
旅
行
命
令
簿
等
」
と
い
う
。
）

に
任
命
権
者
が
定
め
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
当
該
事
項
を
当
該

旅
行
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
簿
等
に
当

４ 
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
に

は
、
旅
行
命
令
簿
又
は
旅
行
依
頼
簿
（
以
下
「
旅
行
命
令
簿
等
」
と
い
う
。
）

に
よ
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
旅
行
命
令
簿
等
に
よ
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該
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
通
知
す
る
い
と
ま
の
な
い
と
き

は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

る 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

い
と
ま
の
な
い
と
き

は
、
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
す
み
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等
に
、
そ

の
旅
行
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
そ
の
旅
行
者
に
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
又

は
こ
れ
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
旅
行
命
令
簿
等

に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
又
は
記
録
を
し
、
こ
れ
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

旅
行
命
令
簿
等
の
様
式
は
、 

 
 
 
 
 

任
命
権
者
が
定
め
る
。 

５ 

旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は 

任
命
権
者
が
定
め
る
。 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
） 

（
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
旅
行
） 

第
五
条 

旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
旅
行
命
令
等
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
変
更
を
受
け
た
旅
行

命
令
等
を
含
む
。
以
下 

 
 
 
 
 

同
じ
。
）
に
従
つ
て
旅
行
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等

の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条 

旅
行
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
旅
行
命
令
等
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
旅
行

命
令
等
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
旅
行
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等

の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る

い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、

速
や
か
に 

旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

旅
行
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
す
る

い
と
ま
が
な
い
場
合
に
は
、
旅
行
命
令
等
に
従
わ
な
い
で
旅
行
し
た
後
、

す
み
や
か
に
旅
行
命
令
権
者
に
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

３ 
（
略
） 

 

（
旅
費
の
種
類
） 

 

第
六
条 

旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

日
当
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
移
転
料
、
着
後
手
当
、
扶
養
親
族
移
転
料
、
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支
度
料
及
び
渡
航
手
数
料
と
す
る
。 

 

２ 

鉄
道
賃
は
、
鉄
道
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り

支
給
す
る
。 

 

３ 

船
賃
は
、
水
路
旅
行
に
つ
い
て
、
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
等
に
よ
り
支

給
す
る
。 

 

４ 

航
空
賃
は
、
航
空
旅
行
に
つ
い
て
路
程
に
応
じ
旅
客
運
賃
に
よ
り
支
給

す
る
。 

 

５ 

車
賃
は
、
陸
路
（
鉄
道
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
旅
行
に
つ
い
て
、
実

費
額
又
は
路
程
に
応
じ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給
す

る
。 

 

６ 

旅
行
雑
費
は
、
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支

給
す
る
。 

 

７ 

日
当
は
、
外
国
旅
行
中
の
日
数
に
応
じ
一
日
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支

給
す
る
。 

 

８ 

宿
泊
料
は
、
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給

す
る
。 

 

９ 

食
卓
料
は
、
旅
行
中
の
夜
数
に
応
じ
一
夜
当
た
り
の
定
額
に
よ
り
支
給

す
る
。 

 
10 

移
転
料
は
、
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
、
路
程
等

に
応
じ
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

11 
着
後
手
当
は
、
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
に
つ
い
て
、
定
額

に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

12 

扶
養
親
族
移
転
料
は
、
赴
任
に
伴
う
扶
養
親
族
の
移
転
に
つ
い
て
支
給

す
る
。 
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13 

支
度
料
は
、
外
国
へ
の
出
張
に
つ
い
て
、
定
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

14 

渡
航
手
数
料
は
、
外
国
へ
の
出
張
に
伴
う
諸
経
費
に
つ
い
て
、
実
費
額

に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

15 

外
国
旅
行
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
旅
費
に
代
え
、
旅
行
手
当

を
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
旅
費
の
計
算
） 

 

第
七
条 

旅
費
は
、
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し

た
場
合
の
旅
費
に
よ
り
計
算
す
る
。
但
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法

に
よ
つ
て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
つ
た
経
路
及
び
方
法
に

よ
つ
て
計
算
す
る
。 

 

第
八
条 

旅
費
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
旅
行
の
た
め
に
現
に
要
し
た
日
数

に
よ
る
。
但
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
日
数

を
除
く
外
、
鉄
道
旅
行
に
あ
つ
て
は
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
水
路
旅
行
に

あ
つ
て
は
二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
陸
路
旅
行
に
あ
つ
て
は
五
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
つ
い
て
一
日
の
割
合
を
も
つ
て
通
算
し
た
日
数
を
こ
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

 

２ 

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
通
算
し
た
日
数
に
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
一
日
と
す
る
。 

 

第
九
条 

旅
行
者
が
同
一
地
域
（
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
区
分
に

よ
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
滞
在
す
る
場
合
に
お
け
る
旅
行
雑

費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
は
、
そ
の
地
域
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
滞
在
日
数
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い

て
定
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
滞
在
日
数
六
十
日
を
超
え
る
場
合
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に
は
、
そ
の
超
え
る
日
数
に
つ
い
て
定
額
の
十
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
定
額
か
ら
減
じ
た
額
に
よ
る
。 

 

２ 

同
一
地
域
に
滞
在
中
一
時
他
の
地
に
出
張
し
た
日
数
は
、
前
項
の
滞
在

日
数
か
ら
除
算
す
る
。 

 

第
十
条 

私
事
の
た
め
に
在
勤
地
又
は
出
張
地
以
外
の
地
に
居
住
又
は
滞
在

す
る
者
が
、
そ
の
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
直
ち
に
旅
行
す
る
場
合
に
お

い
て
、
居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
額
が
在
勤
地
又
は

出
張
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
当
該
旅
行
に
つ

い
て
は
、
在
勤
地
又
は
出
張
地
か
ら
、
目
的
地
に
至
る
旅
費
を
支
給
す
る
。 

 

第
十
一
条 

一
日
の
旅
行
に
お
い
て
、
旅
行
雑
費
、
日
当
又
は
宿
泊
料
（
扶

養
親
族
移
転
料
の
う
ち
こ
れ
ら
の
旅
費
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
以
下

本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
定
額
を
異
に
す
る
事
由
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
額
の
多
い
方
の
定
額
に
よ
る
旅
行
雑
費
、
日
当
又
は
宿
泊
料
を

支
給
す
る
。 

 

第
十
二
条 

鉄
道
旅
行
、
水
路
旅
行
、
航
空
旅
行
又
は
陸
路
旅
行
中
に
お
い

て
、
職
務
の
級
の
変
更
の
あ
つ
た
と
き
は
、
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る

ま
で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
計
算
す
る
。 

 

第
十
三
条 

旅
費
を
区
分
し
て
内
国
旅
行
の
旅
費
及
び
外
国
旅
行
の
旅
費
と

し
、
内
国
旅
行
の
旅
費
を
更
に
近
接
地
内
旅
費
及
び
近
接
地
外
旅
費
と
す

る
。 

第
二
章 

旅
費
の
種
目
及
び
内
容 
第
二
章 

内
国
旅
行
の
旅
費 

 
 
 
 

第
一
節 

通
則 

第
十
四
条 
削
除 

（
旅
費
の
種
目
） 

（
近
接
地
内
旅
費
） 

第
六
条 

旅
費
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

第
十
五
条 

近
接
地
内
の
旅
行
の
旅
費
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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旧 
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族
移

転
費
、
渡
航
雑
費
及
び
死
亡
手
当
と
し
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
実
費
額
並
び
に
車
賃 

 

二 

五
時
間
以
上
の
旅
行
（
中
央
区
が
管
理
す
る
施
設
及
び
中
央
区
が
出

資
等
を
し
て
い
る
中
央
区
の
区
域
内
の
団
体
へ
の
旅
行
並
び
に
道
路
、 

（
旅
費
の
計
算
） 

公
園
等
の
清
掃
作
業
又
は
ご
み
の
収
集
運
搬
作
業
の
た
め
に
行
う
旅
行 

第
七
条 

旅
費
は
、
前
条
に
規
定
す
る
種
目
及
び
次
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に

規
定
す
る
内
容
に
基
づ
き
、
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ

り
旅
行
し
た
場
合
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又

は
方
法
に
よ
り
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
つ
た
経
路
及
び
方

法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。 

は
除
く
。
）
の
場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
旅
行
雑
費 

 

三 

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
宿
泊

す
る
場
合
に
は
次
に
規
定
す
る
宿
泊
料 

イ 

食
事
を
提
供
し
な
い
公
用
の
施
設
又
は
現
場
等
に
宿
泊
す
る
場

合
に
は
、
別
表
第
二
の
宿
泊
料
定
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

ロ 

ホ
テ
ル
、
旅
館
等
に
宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
宿
泊
料 

（
旅
費
の
請
求
手
続
） 

定
額
の
範
囲
内
の
実
費
額 

 

第
八
条 

旅
費
（
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
旅
行
者
及
び
概
算
払
に
係
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
旅
行
者
で
そ
の

精
算
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
並
び
に
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受

け
よ
う
と
す
る
旅
行
役
務
提
供
者
は
、
任
命
権
者
の
定
め
る
請
求
又
は
精

算
に
係
る
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
職
員
の
た
め
の
公
設
宿
舎
に
居
住
す

る
こ
と
又
は
こ
れ
を
明
け
渡
す
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
住
所
又
は
居
所
を

移
転
し
た
場
合
又
は
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
住
所
又
は

居
所
の
移
転
を
特
に
必
要
と
認
め
て
移
転
し
た
場
合
に
は
、
別
表
第
二

の
路
程
に
応
じ
た
移
転
料
定
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
移
転
料 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
手
続
を
行
わ
な
か
つ
た
者
は
、
そ
の
請
求
若
し
く
は

精
算
に
係
る
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
当
該
手
続
を
行
わ

な
か
つ
た
た
め
、
そ
の
旅
費
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
必
要
が
明
ら

か
に
さ
れ
な
か
つ
た
部
分
の
支
給
又
は
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

 
 
 
 

第
二
節 

交
通
費 

（
扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
） 

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で 

削
除 

 
（
近
接
地
外
旅
費
） 

第
十
九
条 

近
接
地
外
の
旅
行
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車 

（
鉄
道
賃
） 

第
九
条 

鉄
道
賃
は
、
鉄
道
（
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十 

賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
移
転
料
、
着
後
手
当
及
び
扶
養
親

族
移
転
料
と
す
る
。 



 

- 12 - 

新 

旧 
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
及
び 

 

（
鉄
道
賃
） 

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌 

第
二
十
条 

鉄
道
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
以
下
こ 

道
、
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、

そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費

用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、

公
務
の
た
め
に
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す

る
。 

一 

運
賃 

二 

急
行
料
金 

三 

寝
台
料
金 

の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
急
行
料
金
、
寝
台
料
金
、
特
別

車
両
料
金
及
び
座
席
指
定
料
金
に
よ
る
。 

一 

乗
車
に
要
す
る
運
賃 

二 

急
行
料
金
を
徴
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定

す
る
運
賃
の
ほ
か
、
そ
の
乗
車
に
要
す
る
急
行
料
金 

三 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
寝
台
車
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
前
二
号
に

規
定
す
る
運
賃
及
び
急
行
料
金
の
ほ
か
、
任
命
権
者
が
定
め
る
寝
台
料

金 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
特
別
車
両
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
利
用
す
る 

四 

座
席
指
定
料
金 

 

場
合
に
は
、
前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
、
急
行
料
金
及
び
寝
台
料
金
の 

五 

特
別
車
両
料
金 

 
 

ほ
か
、
特
別
車
両
料
金 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

五 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
客
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
内
国
旅
行
の
場
合
で
あ 

 

合
に
は
、
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
、
急
行
料
金
、
寝
台
料
金
及
び
特 

つ
て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下 

 

別
車
両
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
金 

級
、
外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該 

り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
（
等
級
が
三
以
上
に
区
分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ

り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す

る
。 

（
船
賃
） 

第
十
条 

船
賃
は
、
船
舶
（
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十 

当
す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。 

一 

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

二 
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
、

外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
急
行
料
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。 
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旧 
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の

額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、
公
務
の

た
め
に
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

二 

寝
台
料
金 

三 

座
席
指
定
料
金 

一 

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

二 

普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

３ 

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
座
席
指
定
料
金
は
、
普
通
急
行
列
車
を
運

行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
該
当

す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。 

四 

特
別
船
室
料
金 

（
船
賃
） 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

第
二
十
一
条 

船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
内
国
旅
行
の
場
合
で
あ 

賃
及
び
桟
橋
賃
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、 

つ
て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
と
き
は
最
下 

寝
台
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
に
よ
る
。 

級
、
外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ

り
移
動
す
る
と
き
は
最
上
級
（
等
級
が
三
以
上
に
区
分
さ
れ
た
船
舶
に
よ 

一 

運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
、
中
級
の
運
賃 

り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
）
の
運
賃
の
額
と
す

る
。 

（
航
空
賃
） 

第
十
一
条 

航
空
賃
は
、
航
空
機
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す

る
航
空
機
、
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
そ
の
他
任
命
権
者
が 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
、
下
級
の
運
賃 

三 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗

船
に
要
す
る
運
賃 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
、
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、

前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
つ
た
寝
台
料
金 

定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
費
用 
五 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
、
第
三
号
に
規
定
す
る
船
舶
で
特
別
船
室
を 

と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

費
用
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
に
加
え
て
別
に
支
払
う
も
の
で
あ
つ
て
、

公
務
の
た
め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

運
賃 

利
用
し
た
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
前
号
に
規
定
す
る

寝
台
料
金
の
ほ
か
、
特
別
船
室
料
金 

六 

座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
、
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
ほ
か
、
座
席
指
定
料
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旧 
二 
座
席
指
定
料
金 

三 
前
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
の
額
の
上
限
は
、
運
賃
の
等
級
が
区
分
さ 

金 

２ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
一

階
級
の
運
賃
を
更
に
二
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に 

れ
た
航
空
機
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
に
は
、
最
下
級
の
運
賃
の
額
と
す
る
。 

は
、
当
該
各
号
の
運
賃
は
、
同
一
階
級
内
の
最
上
級
の
運
賃
に
よ
る
。 

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
航
空
賃
） 

一 

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時
間 

第
二
十
二
条 

航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
つ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。 

が
八
時
間
以
上
の
移
動
（
以
下
「
特
定
航
空
移
動
」
と
い
う
。
）
を
す

る
と
き
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

最
上
級
の
運
賃
の
額 

二 

外
国
旅
行
の
場
合
で
あ
つ
て
、
運
賃
の
等
級
が
三
以
上
に
区
分
さ
れ 

（
車
賃
） 

第
二
十
三
条 

車
賃
の
額
は
、
実
費
額
に
よ
る
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要

又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
実
費
額
に
よ
る
こ
と
が 

た
航
空
機
に
よ
り
特
定
航
空
移
動
を
す
る
と
き 

最
上
級
の
直
近
下
位

の
級
の
運
賃
の
額 

（
そ
の
他
の
交
通
費
） 

で
き
な
い
場
合
に
は
、
路
程
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
、
全
路
程
を
通
算
し
て
計
算
し
、
路
程
に

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。 

第
十
二
条 

そ
の
他
の
交
通
費
は
、
鉄
道
、
船
舶
及
び
航
空
機
以
外
を
利
用

す
る
移
動
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
は
、
公
務
の
た
め
に
特
に
必
要
と
す 

（
旅
行
雑
費
） 

第
二
十
四
条 

旅
行
雑
費
の
額
は
、
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
。 

（
宿
泊
料
） 

る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

宿
泊
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
。 

一 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
路
線
を
定
め
て
定

期
に
運
行
す
る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限

る
。
）
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も 

２ 

宿
泊
料
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
の
ほ
か
に
宿
泊

費
を
要
す
る
場
合
又
は
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
を
要
し

な
い
が
宿
泊
費
を
要
す
る
場
合
に
限
り
支
給
す
る
。 

 
（
食
卓
料
） 

の
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

二 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も

の
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
旅
客
を
運
送
す
る
交
通
手
段
（
前
号
に
規
定

第
二
十
六
条 

食
卓
料
の
額
は
、
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
。 

２ 

食
卓
料
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
の
ほ
か
に
食
費

を
要
す
る
場
合
又
は
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
若
し
く
は
宿
泊
料

を
要
し
な
い
が
食
費
を
要
す
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
。 
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す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
移
動
に
要
す
る
運
賃 

 

（
移
転
料
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
運
賃
以
外
の
費
用
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
第
八

十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自

動
車
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
賃
料
そ

の
他
の
移
動
に
直
接
要
す
る
費
用 

第
二
十
七
条 

移
転
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。 

 

一 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
旧
在
勤
地
か
ら
新
在

勤
地
ま
で
の
路
程
に
応
じ
た
別
表
第
二
の
定
額
に
よ
る
額 

 

二 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
費
用
に
付
随
す
る
費
用 

 
 
 
 

第
三
節 

宿
泊
費
等 

 

（
宿
泊
費
） 

第
十
三
条 

宿
泊
費
は
、
旅
行
中
の
宿
泊
に
要
す
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、 

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

 

三 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
移
転
し
な
い
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
の
翌

日
か
ら
一
年
以
内
に
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定

す
る
額
に
相
当
す
る
額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間 

財
務
省
令
別
表
第
二
に
定
め
る
旅
行
先
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
職
務
の 

に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
支
給
す
る
こ
と 

級
が
十
級
以
下
の
者
の
欄
に
定
め
る
額
（
以
下
「
宿
泊
費
基
準
額
」
と
い 

 
 

が
で
き
る
前
号
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
） 

う
。
）
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
旅
行
中
の
宿
泊

に
要
す
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

一 

内
国
の
宿
泊
に
あ
つ
て
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
費
基

準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い 

移
転
料
の
定
額
が
、
職
員
が
赴
任
し
た
際
の
移
転
料
の
定
額
と
異
な
る
と

き
は
、
同
号
の
額
は
、
扶
養
親
族
を
移
転
し
た
際
に
お
け
る
移
転
料
の
定

額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
。 

３ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い 

範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最
も
安
価
な
宿
泊

施
設
を
選
択
し
た
と
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
る
場
合 

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

二 

外
国
の
宿
泊
に
あ
つ
て
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊
費
基

準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
認
め
る
場
合 

イ 

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検

索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最
も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
し
た
と
き
。 

（
着
後
手
当
） 

第
二
十
八
条 

着
後
手
当
の
額
は
、
別
表
第
二
の
旅
行
雑
費
（
宿
泊
を
伴
う

場
合
）
の
定
額
の
五
日
分
及
び
宿
泊
料
の
定
額
の
五
夜
分
に
相
当
す
る
額

に
よ
る
。 

 

（
扶
養
親
族
移
転
料
） 

ロ 

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
時
に
は
通
常
予

第
二
十
九
条 

扶
養
親
族
移
転
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
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見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
つ
た
と
き
。 

る
。 

（
包
括
宿
泊
費
） 

第
十
四
条 
包
括
宿
泊
費
は
、
移
動
及
び
宿
泊
に
対
す
る
一
体
の
対
価
と
し 

一 

赴
任
の
際
扶
養
親
族
を
旧
在
勤
地
か
ら
新
在
勤
地
ま
で
随
伴
す
る
場

合
に
は
、
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
一
人
ご
と
に
、 

て
支
払
わ
れ
る
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
移
動
に
係
る
前
節
の
規
定

に
よ
る
交
通
費
の
額
及
び
当
該
宿
泊
に
係
る
宿
泊
費
基
準
額
の
合
計
額
と 

そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
年
齢
に
従
い
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
の

合
計
額 

す
る
。 

イ 

十
二
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員 

（
宿
泊
手
当
） 

第
十
五
条 

宿
泊
手
当
は
、
宿
泊
を
伴
う
旅
行
に
必
要
な
諸
雑
費
に
充
て
る

た
め
の
費
用
と
し
、
そ
の
額
は
、
財
務
省
令
別
表
第
三
に
定
め
る
旅
行
先

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
宿
泊
手
当
の
欄
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
と 

相
当
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
の
全
額
並
び
に
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
及
び
着
後
手
当
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額 

 
 

ロ 

十
二
歳
未
満
六
歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
イ
に
規
定
す
る
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

す
る
。 

 
 

ハ 

六
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員
相 

２ 

宿
泊
手
当
の
額
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は

包
括
宿
泊
費
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま

れ
る
場
合 

前
項
の
額
の
三
分
の
二
の
額 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
の
額
の
三
分
の
一
の
額 

当
の
航
空
賃
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
三
歳
未
満
の
者
に
つ
い

て
は
、
座
席
を
利
用
し
、
利
用
証
明
書
類
を
提
出
し
た
場
合
に
限
る
。
）

並
び
に
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
及
び
着
後
手
当
の
三
分
の
一

に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
六
歳
未
満
の
者
を
三
人
以
上
随
伴
す
る

と
き
は
、
二
人
を
超
え
る
者
ご
と
に
そ
の
移
転
の
際
に
お
け
る
職
員

相
当
の
鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
す

る
。 

３ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
宿
泊
手
当
の
額
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
移
動
の
到
着
地
に
応
じ
、
財
務
省
令
別
表
第
三
に
定
め

る
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
節
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ 

二 

前
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
二
十
七
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
扶
養
親
族
の
旧

居
住
地
か
ら
新
居
住
地
ま
で
の
旅
行
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て 

る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
そ
の
他
の
交
通
費
（
包
括
宿
泊
費
及
び

家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
食
費
に
相 

計
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
額
に
相
当
す
る
額
（
赴
任
の
後
扶
養
親
族
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
に 

当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
額
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
。 

更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
各
赴
任
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
に
よ
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４ 
旅
行
者
が
、
旅
行
中
自
宅
（
住
所
又
は
居
所
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す 

り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
）
を
超
え
る 

る
場
所
を
い
う
。
）
に
宿
泊
す
る
場
合
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら 

ず
、
宿
泊
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

 
 
 
 

第
四
節 
転
居
費
等 

（
転
居
費
） 

第
十
六
条 

転
居
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
要
す
る
費
用
（
第
十
八
条
第

一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
の
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
） 

こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

職
員
が
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
胎
児
で
あ
つ
た
子
を
移
転
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
扶
養
親
族
移
転
料
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ

の
子
を
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
け
る
扶
養
親
族
と
み
な
し
て
、
前
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
三
十
条 

削
除 

と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。 

 

一 

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
複
数
の
運
送
業
者
に

見
積
り
を
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す

る
と
き
に
限
り
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

 

二 

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
前
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

 

三 

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
自
家
用
自
動
車
若
し
く
は
道
路
運
送
法
第
八

十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自

動
車
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う

場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法
。
た

だ
し
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
と
す

る
。 

 

２ 

前
項
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る
費
用

そ
の
他
の
公
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
任
命
権
者
が
定

め
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
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す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払
を
受
け
る
金
額
を
差
し
引

く
こ
と
と
す
る
。 

（
着
後
滞
在
費
） 

 

第
十
七
条 

着
後
滞
在
費
は
、
赴
任
に
伴
う
転
居
に
必
要
な
滞
在
に
係
る
費

用
と
し
、
そ
の
額
は
五
夜
分
を
限
度
と
し
て
、
現
に
宿
泊
し
た
夜
数
に
係

る
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

 

（
家
族
移
転
費
） 

 

第
十
八
条 

家
族
移
転
費
は
、
赴
任
に
伴
う
家
族
の
移
転
に
要
す
る
費
用
と

し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

 

一 

赴
任
の
際
家
族
（
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
に
お
い
て
同
居
し
て
い
る

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
職
員
の
新
居
住
地
に

移
転
す
る
場
合
に
は
、
家
族
一
人
ご
と
に
、
職
員
が
そ
の
移
転
を
す
る

も
の
と
し
て
算
定
し
た
交
通
費
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊
手
当

及
び
着
後
滞
在
費
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た

日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
家
族
を
職
員
の
居
住
地
（
赴
任
後
家
族
を

移
転
す
る
ま
で
の
間
に
更
に
赴
任
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
赴
任
後

に
お
け
る
職
員
の
新
居
住
地
）
に
移
転
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
規
定

に
準
じ
て
算
定
し
た
額 

 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
近
距
離
の
転
居
に
係
る
転
居
費
等
の
制
限
） 
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第
十
九
条 

特
別
区
の
区
域
内
に
お
け
る
在
勤
庁
の
変
更
に
伴
う
旅
行
に
つ

い
て
は
、
職
員
の
た
め
の
公
設
宿
舎
へ
の
入
居
若
し
く
は
退
去
を
命
ぜ
ら

れ
て
赴
任
す
る
場
合
又
は
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
て
赴
任
す
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
は
支
給
し
な

い
。 

 

 
 
 
 

第
五
節 

そ
の
他
の
種
目 

 

（
渡
航
雑
費
） 

 

第
二
十
条 

渡
航
雑
費
は
、
外
国
旅
行
に
要
す
る
雑
費
と
し
、
そ
の
額
は
、

予
防
接
種
に
係
る
費
用
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨

交
換
手
数
料
、
入
出
国
税
そ
の
他
外
国
旅
行
に
必
要
な
も
の
と
し
て
任
命

権
者
が
定
め
る
費
用
の
額
と
す
る
。 

 

（
死
亡
手
当
） 

 

第
二
十
一
条 

死
亡
手
当
は
、
職
員
の
死
亡
（
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規

定
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
伴
う
諸
雑
費
に
充
て
る
た
め
の
費
用

と
し
、
そ
の
額
は
財
務
省
令
別
表
第
五
に
定
め
る
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。 

 

第
三
章 

雑
則 

第
三
章 

外
国
旅
行
の
旅
費 

（
退
職
者
等
の
旅
費
） 

（
本
邦
通
過
の
場
合
の
旅
費
） 

第
二
十
二
条 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す

る
旅
費
は
、
退
職
等
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
に
お
け
る
当
該
退
職
等

に
伴
う
旅
行
又
は
本
邦
へ
の
帰
住
に
つ
い
て
、
出
張
又
は
赴
任
の
例
に
準

じ
て
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。 

一 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
旅
費 

第
三
十
一
条 

外
国
旅
行
中
本
邦
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
本
邦
内
の

旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
旅
費
は
、
前
章
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

但
し
、
外
国
航
路
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
本
邦
を
出
発
し
、
又
は
本

邦
に
到
着
し
た
場
合
に
お
け
る
船
賃
又
は
航
空
賃
及
び
本
邦
を
出
発
し
た

日
か
ら
の
日
当
及
び
食
卓
料
又
は
本
邦
に
到
着
し
た
日
ま
で
の
日
当
及
び

食
卓
料
に
つ
い
て
は
、
本
章
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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イ 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に 

（
鉄
道
賃
） 

は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
に

旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に 

第
三
十
二
条 

鉄
道
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
、
急
行
料
金
及
び
寝
台
料
金
（
こ

れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
通
行
税
を
含
む
。
）
に
よ
る
。 

は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
に

旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

一 

運
賃
の
等
級
を
三
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
、
最
上
級
の
直
近
下
位
の
級
の
運
賃 

二 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
で
あ

つ
て
、
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き

は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
出
張
地
か
ら
本
邦
内
の
地
に
旅
行
す
る
も
の

と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に

は
、
上
級
の
運
賃 

三 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
線
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗

車
に
要
す
る
運
賃 

２ 

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
退
職
等
と
な
つ
た
職
員

が
家
族
を
移
転
す
る
と
き
は
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
旅
費
に
、
転
居
費
の
う

ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
及
び
家
族
移
転
費
に
相
当
す
る
も
の
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
特
別
の
座
席
の
設
備
を
利
用
し
た
場
合
に

は
、
前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
そ
の
座
席
の
た
め
に
現
に
支

払
つ
た
運
賃 

五 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
急
行
料
金
又
は
寝
台
料
金
を
必
要
と
し 

３ 

任
命
権
者
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

た
場
合
に
は
、
前
各
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
つ
た
急

行
料
金
又
は
寝
台
料
金 

（
遺
族
等
の
旅
費
） 

（
船
賃
） 

第
二
十
三
条 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
支
給
す
る
旅
費
（
死
亡
手
当
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
出
張
又
は

赴
任
の
例
に
準
じ
て
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。 

第
三
十
三
条 

船
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け

賃
及
び
桟
橋
賃
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）

及
び
寝
台
料
金
（
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
通
行
税
を
含
む
。
）
に
よ
る
。 

一 

職
員
が
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅

費 イ 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出

一 
運
賃
の
等
級
を
二
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
船
泊
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
、
最
上
級
の
運
賃
と
し
、
最
上
級
の
運
賃
を
更
に
二
以
上
に
区 

 

分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
次
に
規
定
す
る
運
賃 

イ 

最
上
級
の
運
賃
を
四
以
上
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
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張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
（
外
国
在
住
の
遺
族
の
場

合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到
着
地
）
と
死
亡
地
と
の
間

を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

に
は
、
最
上
級
以
下
第
三
位
の
級
の
運
賃 

ロ 

最
上
級
の
運
賃
を
二
又
は
三
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場

合
に
は
、
下
級
の
運
賃 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ

に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら

新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗

船
に
要
す
る
運
賃 

三 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
旅
行
命
令
権
者
の
許
可
を
受 

二 

第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
は
、

出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
外
国
に
帰

住
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
へ
の
出
発
地
）
に
旅
行
す
る

も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
を
除
く
。
） 

 
 

け
特
別
の
運
賃
を
必
要
と
す
る
船
室
を
利
用
し
た
場
合
に
は
、
前
二
号

に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
そ
の
船
室
の
た
め
に
現
に
支
払
つ
た
運
賃 

 

四 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
別
に
寝
台
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、 

前
三
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
現
に
支
払
つ
た
寝
台
料
金 

三 

第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
は
、

出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復

す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

 

（
航
空
賃
及
び
車
賃
） 

第
三
十
四
条 

航
空
賃
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
旅
客
運
賃
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
運
賃
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
。 

２ 

遺
族
が
前
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
第
二
条
第

八
号
に
掲
げ
る
順
位
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を

先
に
す
る
。 

一 

運
賃
の
等
級
を
二
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
の

場
合
に
は
、
下
級
の
運
賃 

二 

運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
航
空
路
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
航
空 

（
旅
費
の
支
給
額
の
上
限
） 

機
の
利
用
に
要
す
る
運
賃 

第
二
十
四
条 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移

転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
旅
費
の
支
給

額
は
、
第
九
条
第
一
項
各
号
、
第
十
条
第
一
項
各
号
、
第
十
一
条
第
一
項

各
号
及
び
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
を
比
較
し
、
当

該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。 

三 

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
特
別
の
座
席
の
設
備
を
利
用
し
た
場
合
に

は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
運
賃
の
ほ
か
、
そ
の
座
席
の
た
め
、
現
に
支

払
つ
た
運
賃 

２ 
前
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
搭
乗
す
る
航
空
機

の
目
的
地
ま
で
の
予
定
所
要
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
最
上
級

の
直
近
下
位
の
運
賃
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当

す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

除
く
。
）
及
び
渡
航
雑
費
に
係
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
当
該
各
種
目
に
つ

い
て
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一

項
及
び
第
二
十
条
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支

払
つ
た
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
合
計

し
た
額
と
す
る
。 

３ 

車
賃
の
額
は
、
実
費
額
に
よ
る
。 

（
日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
） 

第
三
十
五
条 

日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
は
、
旅
行
先
の
区
分
に
応
じ
た
別
表

第
三
の
定
額
に
よ
る
。 

２ 

第
三
十
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
寝
台
料
金
を
支
給
す
る
場
合
に
お

け
る
宿
泊
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
先
の
区
分
に

応
じ
た
別
表
第
三
の
定
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
に
よ
る
。 

（
旅
費
の
調
整
） 

３ 

食
卓
料
の
額
は
、
別
表
第
三
の
定
額
に
よ
る
。 

第
二
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
区
以
外
の
者
か
ら
旅
費
の
支
給
を

受
け
る
場
合
そ
の
他
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
旅
行
の
性

質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た
場
合
に
は
不
当
に
旅
行

の
実
費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い
旅
費
を
支
給
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
の
旅

費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
外
国
旅
行

の
場
合
の
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で 

削
除 

 

（
支
度
料
） 

第
三
十
九
条 

支
度
料
の
額
は
、
旅
行
期
間
に
応
じ
た
別
表
第
三
の
定
額
に

よ
る
。 

２ 

外
国
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
過
去
に
お
い
て
支
度
料
の
支
給
を 

２ 

任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
に
よ
り
旅
行

す
る
こ
と
が
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の

性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
に
協
議
し
て
定
め
る
旅
費

を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
支
給
す
る
支

度
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
か

ら
、
そ
の
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
過
去
一
年
以
内
に
支

給
を
受
け
た
支
度
料
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
の
範
囲
内
の
額
に
よ 

（
旅
費
の
特
例
） 
る
。 

第
二
十
六
条 

旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
四
条
又

は
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例

（
渡
航
手
数
料
） 

第
三
十
九
条
の
二 

渡
航
手
数
料
の
額
は
、
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券

の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交
換
手
数
料
、
空
港
旅
客
サ
ー

ビ
ス
施
設
使
用
料
並
び
に
入
出
国
税
の
実
費
額
に
よ
る
。 
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の
規
定
に
よ
る
旅
費
の
支
給
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
こ
の
条
例
の
規
定

に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
が
労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六

十
四
条
又
は
船
員
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
旅
費
若
し
く
は
費
用
に

満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
旅
費
若

し
く
は
費
用
に
相
当
す
る
金
額
又
は
そ
の
満
た
な
い
部
分
に
相
当
す
る
金

額
を
、
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
旅
行
手
当
） 

第
四
十
条 

第
六
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
行
手
当
の
支
給

を
受
け
る
者
の
範
囲
、
額
、
支
給
条
件
及
び
支
給
方
法
は
、
そ
の
都
度
任

命
権
者
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
当
該
旅
行
手
当
の
性
質
に
応

じ
、
第
六
条
第
一
項
に
掲
げ
る
旅
費
の
額
に
つ
い
て
こ
の
条
例
で
定
め
る

基
準
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
に
つ
い
て
船
員
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
に
旅
費
を
支
給
し
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
支
給
し

た
旅
費
の
償
還
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
外
国
の
同
一
地
域
内
旅
行
の
旅
費
） 

第
四
十
一
条 

外
国
の
同
一
地
域
内
に
お
け
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
賃
、

船
賃
及
び
車
賃
は
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
を
要
す
る 

（
旅
費
の
返
納
） 

場
合
で
、
そ
の
実
費
額
が
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
日
当
額
の 

第
二
十
七
条 

旅
費
の
支
出
又
は
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
担
当
す

る
者
（
以
下
「
支
出
等
担
当
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
行
者
又
は
旅
行
役

務
提
供
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
又
は
旅
費
に
相

当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
旅
費
又
は
当
該
金
額
を

返
納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金

額
に
相
当
す
る
額
の
鉄
道
賃
、
船
賃
又
は
車
賃
を
支
給
す
る
。 

２ 

旅
行
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合

に
は
、
支
出
等
担
当
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
返
納
に
代
え
て
、
当
該

支
出
等
担
当
者
が
そ
の
後
に
お
い
て
そ
の
者
に
対
し
支
出
し
、
又
は
支
払

う
給
与
又
は
旅
費
の
額
か
ら
、
同
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
支
給
を
受
け

た
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

 

（
こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
） 

 

第
二
十
八
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
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る
旅
費
の
支
給
の
手
続
そ
の
他
こ
の
条
例
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項

は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

 

第
四
章 

雑
則 

 

（
旅
費
の
調
整
） 

 

第
四
十
二
条 

任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
を

利
用
し
て
旅
行
し
た
場
合
そ
の
他
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ

り
又
は
当
該
旅
行
の
性
質
上
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
を
支
給
し
た

場
合
に
は
不
当
に
旅
行
の
実
費
を
超
え
た
旅
費
又
は
通
常
必
要
と
し
な
い

旅
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
費
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
部
分
の
旅
費
又
は
そ
の
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

任
命
権
者
は
、
旅
行
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
に
よ
り
旅
行

す
る
こ
と
が
当
該
旅
行
に
お
け
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
又
は
当
該
旅
行
の

性
質
上
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
旅
費

を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
旅
費
の
特
例
） 

 

第
四
十
三
条 

旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
四
条
又

は
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
該
当

す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
旅
費
の
支

給
が
で
き
な
い
と
き
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
が
労

働
基
準
法
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
四
条
又
は
船
員
法
第
四
十

八
条
の
規
定
に
よ
る
旅
費
又
は
費
用
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
職
員
に

対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
旅
費
若
し
く
は
費
用
に
相
当
す
る
金
額
又
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は
そ
の
満
た
な
い
部
分
に
相
当
す
る
金
額
を
、
旅
費
と
し
て
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
） 

 

第
四
十
四
条 

こ
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
の
外
、
実
施
上
必
要
な
事
項

は
、
任
命
権
者
が
定
め
る
。 

附 

則 

附 

則 

１
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

１
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

５ 

地
方
公
務
員
法 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

第
五
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
く
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
旅
費
の
種
目
及
び

基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
中
旅
費
の
種
目
及
び
基
準
に
関
す
る
規
定

を
準
用
す
る
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
く
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
の
旅
費
の
種
類
及
び

基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
中
旅
費
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
規
定

を
準
用
す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

 

近
接
地
の
地
域 

 

在
勤
庁
の 

所 

在 

地 

近
接
地
の
地
域 

         

東
京
都 

東
京
都
の
区
域
の
全
地
域
（
西
多
摩
郡
奥
多
摩

町
、
西
多
摩
郡
檜
原
村
及
び
島
し
よ
を
除
く
。
） 

神

奈

川

県 

横
浜
市
、
川
崎
市
、
相
模
原
市
、
横
須
賀
市
、

平
塚
市
、
鎌
倉
市
、
藤
沢
市
、
茅
ヶ
崎
市
、
逗

子
市
、
三
浦
市
、
厚
木
市
、
大
和
市
、
伊
勢
原

市
、
海
老
名
市
、
座
間
市
、
綾
瀬
市
、
三
浦
郡

葉
山
町
、
高
座
郡
寒
川
町
、
愛
甲
郡
愛
川
町 

千
葉
県 

千
葉
市
、
市
川
市
、
船
橋
市
、
松
戸
市
、
野
田

市
、
成
田
市
、
佐
倉
市
、
習
志
野
市
、
柏
市
、
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特
別
区
の
区
域

内 

市
原
市
、
流
山
市
、
八
千
代
市
、
我
孫
子
市
、

鎌
ヶ
谷
市
、
浦
安
市
、
四
街
道
市
、
八
街
市
、

印
西
市
、
白
井
市
、
印
旛
郡
酒
々
井
町
、
印
旛

郡
栄
町 

埼
玉
県 

さ
い
た
ま
市
、
川
越
市
、
川
口
市
、
所
沢
市
、

飯
能
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、
上
尾
市
、
草

加
市
、
越
谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、

朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
桶
川

市
、
久
喜
市
、
北
本
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、

三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂
戸
市
、
幸
手
市
、
鶴
ヶ

島
市
、
日
高
市
、
吉
川
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
白

岡
市
、
北
足
立
郡
伊
奈
町
、
入
間
郡
三
芳
町
、

比
企
郡
川
島
町
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
、
北
葛
飾

郡
杉
戸
町
、
北
葛
飾
郡
松
伏
町 

茨
城
県 

龍
ヶ
崎
市
、
取
手
市
、
牛
久
市
、
つ
く
ば
市
、

守
谷
市
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
、
北
相
馬
郡
利
根

町 

特
別
区
の
区
域

外 

任
命
権
者
が
在
勤
庁
か
ら
お
お
む
ね
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

内
の
区
域
で
定
め
る
地
域
及
び
そ
の
在
勤
庁
が
前
項
の
近

接
地
の
地
域
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
に
存
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
欄
に
掲
げ
る
区
域
を
含
む
地
域 

 

 

備
考 
こ
の
表
に
お
け
る
名
称
及
び
地
域
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に

お
け
る
も
の
を
示
す
。 

 

別
表
第
二
（
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
―
第
二
十
八
条
関
係
） 

 

内
国
旅
行
の
旅
費 
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旧 

 

(一) 

旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 

区
分 

旅
行
雑
費
（
一
日
に
つ
き
） 

宿

泊

料

（
一
夜
に

つ
き
） 

食
卓
料
（
一
夜
に
つ

き
） 

近
接
地
内 

近
接
地
外 

特

別

区

の

区

域

内 

特

別

区

の

区

域

外 

宿

泊

を

伴

わ

な

い
場
合 

宿

泊

を

伴

う

場

合 

支

給

額 

一
〇

〇
円 

二
〇
〇円 

六
五
〇円 

一
、
三
〇

〇
円 

一
三
、
〇

〇
〇
円 

二
、
六
〇
〇
円 

 

 

(二) 

移
転
料 

 

区
分 

鉄
道
五
十

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満 

鉄
道
五
十

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上

百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未

満 

鉄
道
百
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
三

百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未

満 

鉄
道
三
百

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上

五
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル

未
満 

鉄
道
五
百

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上

千
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
未

満 

鉄
道
千
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
以
上 

支
給

額 

一
二
六
、

〇
〇
〇
円 

一
四
四
、

〇
〇
〇
円 

一
七
八
、

〇
〇
〇
円 

二
二
〇
、

〇
〇
〇
円 

二
九
二
、

〇
〇
〇
円 

三
〇
六
、

〇
〇
〇
円 

 

 
備
考 

路
程
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
水
路
及
び
陸
路
四
分
の
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
も
つ
て
鉄
道
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
み
な
す
。 

 

別
表
第
三 

外
国
旅
行
の
旅
費
（
第
三
十
五
条
、
第
三
十
九
条
、
附
則
第
四

項
関
係
） 

 

(一) 

日
当
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 

区
分 

日
当
（
一
日
に
つ
き
） 

宿
泊
料
（
一
夜
に
つ
き
） 

食

卓
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指
定

都
市 

甲

地

方 

乙

地

方 

丙

地

方 

指

定

都
市 

甲

地

方 

乙

地

方 

丙

地

方 

料
（
一

夜

に

つ
き
） 

六
級
の

職
務
に

あ
る
者 

八
、

三
〇

〇
円 

七
、
〇

〇
〇円 

五
、
六

〇
〇円 

五
、
一

〇
〇円 

二
五
、

七
〇

〇
円 

二
一
、

五
〇

〇
円 

一
七
、

二
〇

〇
円 

一
五
、

五
〇

〇
円 

七
、
七

〇
〇円 

五
級
の

職
務
に

あ
る
者 

七
、

二
〇

〇
円 

六
、
二

〇
〇円 

五
、
〇

〇
〇円 

四
、
五

〇
〇円 

二
二
、

五
〇

〇
円 

一
八
、

八
〇

〇
円 

一
五
、

一
〇

〇
円 

一
三
、

五
〇

〇
円 

六
、
七

〇
〇円 

四
級
以

下
の
職

務
に
あ

る
者 

六
、

二
〇

〇
円 

五
、
二

〇
〇円 

四
、
二

〇
〇円 

三
、
八

〇
〇円 

一
九
、

三
〇

〇
円 

一
六
、

一
〇

〇
円 

一
二
、

九
〇

〇
円 

一
一
、

六
〇

〇
円 

五
、
八

〇
〇円 

 

 

備
考 

 

一 

指
定
都
市
と
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
都
市
の
地
域
を
い
い
、

甲
地
方
と
は
、
北
米
地
域
、
欧
州
地
域
及
び
中
近
東
地
域
と
し
て
人

事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定
都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で

人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
を
い
い
、
丙
地
方
と
は
、
ア
ジ
ア
地
域

（
本
邦
を
除
く
。
）
、
中
南
米
地
域
、
大
洋
州
地
域
、
ア
フ
リ
カ
地

域
及
び
南
極
地
域
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
の
う
ち
指
定

都
市
の
地
域
以
外
の
地
域
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
地
域
を
い
い
、

乙
地
方
と
は
、
指
定
都
市
、
甲
地
方
及
び
丙
地
方
の
地
域
以
外
の
地

域
（
本
邦
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

 

二 

船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
旅
行
（
外
国
を
出
発
し
た
日
及
び
外
国

に
到
着
し
た
日
を
除
く
。
）
の
場
合
に
お
け
る
日
当
の
額
は
、
丙
地
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方
に
つ
き
定
め
る
定
額
と
す
る
。 

 

(二) 

支
度
料 

 

区 

分 

旅
行
期
間
一
月

未
満 

旅
行
期
間
一
月

以
上
三
月
未
満 

旅
行
期
間
三
月

以
上 

六
級
の
職
務
に
あ
る

者 

八
六
、
二
四
〇
円 

一
〇
四
、
七
二
〇円 

一
二
三
、
二
〇
〇円 

五
級
の
職
務
に
あ
る

者 

七
〇
、
〇
七
〇
円 

八
五
、
〇
九
〇
円 

一
〇
〇
、
一
〇
〇円 

四
級
以
下
の
職
務
に

あ
る
者 

六
一
、
九
九
〇
円 

七
五
、
二
七
〇
円 

八
八
、
五
五
〇
円 

 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
四
号

に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
こ
の
条

例
に
よ
る
改
正
前
の
中
央
区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正

前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が

同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従

前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
改
正
前
の
条
例
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
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旧 
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
改
正
後
の
条
例
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
行

命
令
権
者
が
改
正
後
の
条
例
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
旅
行
命
令

等
の
変
更
を
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
は
、
当
該

旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用

し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い

て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
、
免

職
、
失
職
若
し
く
は
休
職
（
以
下
「
退
職
等
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
場

合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
等
と
な
っ

た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

４ 

改
正
後
の
条
例
第
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
項

に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
改
正
前
の

条
例
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

５ 

改
正
後
の
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
違

反
し
て
旅
費
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
及
び
中
央
区
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

６ 

中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
及
び
中
央
区
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
九
月
中
央
区
条
例
第

二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
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費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の

交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊

費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

７ 

中
央
区
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
八
年
三
月
中
央
区
条

例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

８ 

中
央
区
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

二
年
七
月
中
央
区
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
六
条
第
三
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
日
当
、
宿
泊

料
、
食
卓
料
、
支
度
料
及
び
旅
行
雑
費
（
外
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅

行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交

換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
を
い

う
。
）
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
手
当
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費

及
び
渡
航
雑
費
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
行
政
委
員
会
の
委
員
並
び
に
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
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旧 
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

９ 

中
央
区
行
政
委
員
会
の
委
員
並
び
に
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
五
条
第
一
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
日
当
、
宿
泊

料
、
食
卓
料
、
支
度
料
及
び
旅
行
雑
費
（
外
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅

行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交

換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
を
い

う
。
）
の
九
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
手
当
、
宿
泊
費
、
包
括

宿
泊
費
及
び
渡
航
雑
費
の
八
種
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

  

 

（
中
央
区
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
） 

 

10 

中
央
区
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

  

11 

中
央
区
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
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旧 
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ

の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

（
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

12 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
三

月
中
央
区
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ

の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改

め
る
。 

  

 

（
中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
及
び
勤
務
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
） 

 

13 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
及
び
勤
務
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

 
 

第
三
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航

空
賃
、
車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
移
転
料
、
着
後
手
当
、
扶
養

親
族
移
転
料
、
支
度
料
、
旅
行
雑
費
（
外
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅
行

者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交
換

手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
を
い
う
。
）

及
び
死
亡
手
当
」
を
「
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
種
目
」
に
、
「
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
」
を
「
条

例
」
に
改
め
る
。 
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旧 

 
 

第
七
条
中
「
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
条
例
」
に

改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
男
女
の
平
等
及
び
共
同
参
画
に
よ
る
社
会
づ
く
り
に
関
す
る
基

本
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

14 

中
央
区
男
女
の
平
等
及
び
共
同
参
画
に
よ
る
社
会
づ
く
り
に
関
す
る

基
本
条
例
（
令
和
五
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊

費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の

交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊

費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

  

 

（
中
央
区
国
民
保
護
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

15 

中
央
区
国
民
保
護
協
議
会
条
例
（
平
成
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
改
正
） 
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旧 
16 
中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
（
平
成
二
十
五
年
七
月
中
央
区
条

例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

   

 

（
中
央
区
障
害
者
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会
条
例
の
一
部

改
正
） 

  

17 

中
央
区
障
害
者
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会
条
例
（
平
成

十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。  

 
 

第
四
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
五
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

18 

中
央
区
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
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び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
九
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

19 

中
央
区
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
九
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交
通

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

20 

中
央
区
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
中

央
区
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を

「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め

る
。 

 

 

（
中
央
区
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

21 

中
央
区
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
二
月
中
央
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旧 
区
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

  

 

（
中
央
区
公
害
健
康
被
害
補
償
診
療
報
酬
等
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

22 

中
央
区
公
害
健
康
被
害
補
償
診
療
報
酬
等
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
一

年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
大
気
汚
染
障
害
者
認
定
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

23 

中
央
区
大
気
汚
染
障
害
者
認
定
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
中
央

区
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

24 

中
央
区
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
九
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号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

25 

中
央
区
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
中
央
区

条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
い
じ
め
問
題
再
調
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

26 

中
央
区
い
じ
め
問
題
再
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
中
央

区
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

 
 

第
十
二
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、 
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新 

旧 
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の
交

通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及

び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 

（
中
央
区
文
化
財
保
護
条
例
の
一
部
改
正
） 

 

27 

中
央
区
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
中
央
区
条
例
第
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊

費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種
」
を
「
そ
の
他
の

交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
、
「
車
賃
、
旅
行
雑

費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料
」
を
「
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊

費
及
び
包
括
宿
泊
費
」
に
改
め
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
及
び
中
央
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
条
例
（
平
成
九
年
九
月
中
央
区
条
例

第
二
十
九
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
行
政
不
服
審
査
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
四
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
中
央
区
条
例
第
十
六
号
） 

 

新 

旧 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
に

支
給
す
る
第
一
項
の
費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、

そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
手
当
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
渡
航
雑
費

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規

定
に
よ
り
副
区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

議
長
又
は
副
議
長
が
議
会
を
代
表
す
る
場
合
は
、
同
条
例
の
規
定
に
よ
り

区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
に

支
給
す
る
第
一
項
の
費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、

車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
支
度
料
及
び
旅
行
雑
費
（
外
国
旅
行

の
場
合
に
お
け
る
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査

証
手
数
料
、
外
貨
交
換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港
旅
客
サ
ー
ビ
ス

施
設
使
用
料
を
い
う
。
）
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規

定
に
よ
り
副
区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

議
長
又
は
副
議
長
が
議
会
を
代
表
す
る
場
合
は
、
同
条
例
の
規
定
に
よ
り

区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
行
政
委
員
会
の
委
員
並
び
に
監
査
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
四
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
五
条 

委
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ
の
費

用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ

の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
手
当
、
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
及
び
渡
航
雑
費
の

八
種 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

第
五
条 

委
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ
の
費

用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車

賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、
食
卓
料
、
支
度
料
及
び
旅
行
雑
費
（
外
国
旅
行
の

場
合
に
お
け
る
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付
手
数
料
及
び
査
証

手
数
料
、
外
貨
交
換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施

設
使
用
料
を
い
う
。
）
の
九
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
副
区
長
が
受

け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

と
し
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
副
区
長
が
受

け
る
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
附
属
機
関
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
二
十
一
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

委
員
の
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ
の
費

用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ

の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、

そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
四
条 

委
員
の
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ
の
費

用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車

賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 

 
 
 

の
七
種
と
し
、

そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
五
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航

雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
及
び
支
給
方
法

は
、
区
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊

料
及
び
食
卓
料 

 
 

 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
及
び
支
給
方
法

は
、
区
規
則
で
定
め
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
三
月
中
央
区
条
例
第
三
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑

費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
中
央
区
職
員
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三
号
）
に
規

定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
及
び
宿
泊

料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
中
央
区
職
員
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三
号
）
に
規

定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
及
び
勤
務
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
中
央
区
条
例
第
十
四
号
） 

 

新 

旧 

第
三
条 

（
略
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

旅
費
の
種
目
は
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十

八
年
十
二
月
中
央
区
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
種
目 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

と
し
、
そ
の
額

は
、
条
例 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

の
規
定
に
よ
り
副
区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相

当
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

旅
費
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
日
当
、
宿
泊
料
、

食
卓
料
、
移
転
料
、
着
後
手
当
、
扶
養
親
族
移
転
料
、
支
度
料
、
旅
行
雑

費
（
外
国
旅
行
の
場
合
に
お
け
る
旅
行
者
の
予
防
注
射
料
、
旅
券
の
交
付

手
数
料
及
び
査
証
手
数
料
、
外
貨
交
換
手
数
料
、
入
出
国
税
並
び
に
空
港

旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料
を
い
う
。
）
及
び
死
亡
手
当
と
し
、
そ
の
額

は
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
中

央
区
条
例
第
二
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
副
区
長
が
受
け
る
べ
き
額
に
相

当
す
る
額
と
す
る
。 

第
七
条 

給
料
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
並
び
に
手
当
の
種
類
、
額
、
支
給
条

件
、
支
給
方
法
そ
の
他
支
給
に
関
し
て
は
、
条
例 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

に
定
め
る
も
の
の
例
に
よ
る
。 

第
七
条 

給
料
及
び
旅
費
の
支
給
方
法
並
び
に
手
当
の
種
類
、
額
、
支
給
条

件
、
支
給
方
法
そ
の
他
支
給
に
関
し
て
は
、
中
央
区
長
等
の
給
料
等
に
関

す
る
条
例
に
定
め
る
も
の
の
例
に
よ
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
男
女
の
平
等
及
び
共
同
参
画
に
よ
る
社
会
づ
く
り
に
関
す
る
基
本
条
例
（
令
和
五
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
二
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
国
民
保
護
協
議
会
条
例
（
平
成
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
一
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
九
条 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
（
平
成
二
十
五
年
七
月
中
央
区
条
例
第
三
十
五
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
障
害
者
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査
会
条
例
（
平
成
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
九
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３
（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 52 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
介
護
保
険
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
九
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
八
条 

（
略
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 53 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
八
条 

（
略
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 54 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
条
例
（
平
成
十
一
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
二
月
中
央
区
条
例
第
一
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
別
表
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
別
表
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 56 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
公
害
健
康
被
害
補
償
診
療
報
酬
等
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
二
月
中
央
区
条
例
第
二
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 57 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
大
気
汚
染
障
害
者
認
定
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
六
号
） 

 

新 

旧 

（
費
用
弁
償
） 

（
費
用
弁
償
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 



 

- 58 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
三
月
中
央
区
条
例
第
九
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

第
十
条 

（
略
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
等
の
費
用
弁
償
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 

 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 
（
略
） 

 



 

- 59 - 

新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
一
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 

 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
い
じ
め
問
題
再
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成
二
十
七
年
三
月
中
央
区
条
例
第
二
十
二
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
等
の
費
用
弁
償
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

第
十
二
条
（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 
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新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 
中
央
区
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
四
月
中
央
区
条
例
第
二
十
九
号
） 

 

新 

旧 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

（
委
員
の
費
用
弁
償
） 

第
三
十
四
条 

委
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ

の
費
用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、

そ
の
他
の
交
通
費
、
渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、

そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
三
十
四
条 

委
員
が
職
務
の
た
め
旅
行
し
た
と
き
は
、
順
路
に
よ
り
、
そ

の
費
用
を
弁
償
す
る
。
費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、

車
賃
、
旅
行
雑
費
、
宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、

そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

第
三
十
五
条 

（
略
） 

２ 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括

宿
泊
費
の
六
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
費
用
弁
償

は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
の
五
種 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
し
、
そ
の
額
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

（
関
係
者
の
費
用
弁
償
） 

第
三
十
六
条 

（
略
） 

第
三
十
六
条 

（
略
） 

２ 

費
用
弁
償
の
種
目
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
そ
の
他
の
交
通
費
、

渡
航
雑
費
、
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊
費
の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

２ 

費
用
弁
償
の
種
類
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
旅
行
雑
費
、

宿
泊
料
及
び
食
卓
料 

 
 
 
 
 
 

の
七
種
と
し
、
そ
の
額
は
、
中
央

区
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
中
央
区
条
例
第
三

号
）
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。 

   


